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(57)【要約】
【課題】外観を損なうことなく、簡易な構成で、不審者
の侵入を予防することのできる防犯機能付き照明器具を
提供する。
【解決手段】防犯モード時には、常時点滅動作を行うの
で、外観を損なうことなく、侵入者Ｍが検知エリアに侵
入する前に、防犯モードで警戒中であることを示すこと
ができ、不審者Ｍの侵入を予防することができる。また
、人Ｍを検知した後は、点灯して、検知されたことを示
すとともに、住人等が検知された場合には、点灯するこ
とにより、足元を明るく照らすことができる。さらに、
一定時間以上人Ｍを検知した場合には、住人ではなく不
審者であると判断して、再度点滅動作を行って威嚇する
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の検知エリアに浸入した人を検知する人感センサを有し、該人感センサが所定時間
以上人を検知したら点滅等する防犯モードが選択可能な防犯機能付き照明器具であって、
　前記防犯モード時には、常時点滅動作を行い、前記人を検知すると点灯し、一定時間以
上前記人を検知し続けると人検知時点滅動作することを特徴とする防犯機能付き照明器具
。
【請求項２】
　前記人検知時点滅動作の出力を、前記常時点滅動作の出力よりも大きくすることを特徴
とする請求項１記載の防犯機能付き照明器具。
【請求項３】
　前記常時点滅動作の色と、前記人検知時点滅動作の色を異なる色としたことを特徴とす
る請求項１または２記載の防犯機能付き照明器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、防犯機能付き照明器具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の防犯機能付き照明器具では、人を検知した時に、光の点灯や点滅で威嚇すること
が行われていた。しかしながら、人を検知したときには、すでに窓が割られたり、鍵が壊
されたりした被害を受けている場合がある。このため、不審者の侵入を未然に防止する技
術が提案されている（例えば特許文献１参照）。
　図５に示すように、特許文献１に記載の防犯システム１００では、例えば窓１０１の開
閉を検知する開閉センサ１０２に、表示部１０３を外に向けて設け、外から視認できるよ
うにする。そして、防犯モード時には、表示部１０３を点滅等させて、防犯モードである
ことを表示し、侵入者Ｍが侵入を図るのを阻止している。
【特許文献１】特開２００６－９９５０１号公報（第５図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、前述した特許文献１に記載の防犯システムにおいては、表示部１０３を
別途設けなければならず、外観が悪くなるとともにコストアップを招くという問題があっ
た。
【０００４】
　本発明は、従来の問題を解決するためになされたもので、外観を損なうことなく、簡易
な構成で、不審者の侵入を予防することのできる防犯機能付き照明器具を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の防犯機能付き照明器具は、所定の検知エリアに浸入した人を検知する人感セン
サを有し、該人感センサが所定時間以上人を検知したら点滅等する防犯モードが選択可能
な防犯機能付き照明器具であって、前記防犯モード時には、常時点滅動作を行い、前記人
を検知すると点灯し、一定時間以上前記人を検知し続けると人検知時点滅動作する構成を
有している。
【０００６】
　この構成により、防犯モード時には、常時点滅動作を行うので、外観を損なうことなく
、侵入者が検知エリアに侵入する前に、防犯モードで警戒中であることを示すことができ
、不審者の侵入を予防することができる。また、人を検知した後は、点灯して、検知され
たことを示すとともに、住人等が検知された場合には、点灯することにより、足元を明る
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く照らすことができる。さらに、一定時間以上人を検知した場合には、住人ではなく不審
者であると判断して、再度点滅動作を行って威嚇する。
【０００７】
　また、本発明の防犯機能付き照明器具は、前記人検知時点滅動作の出力を、前記常時点
滅動作の出力よりも大きくする構成を有している。
【０００８】
　この構成により、不審者の侵入の防止を図る常時点滅動作の明るさよりも、不審者を検
知した場合の人検知時点滅動作の明るさを明るくしたので、威嚇効果を大きくすることが
できる。
【０００９】
　さらに、本発明の防犯機能付き照明器具は、前記常時点滅動作の色と、前記人検知時点
滅動作の色を異なる色とした構成を有している。
【００１０】
　この構成により、不審者の侵入の防止を図る常時点滅動作の色と、不審者を検知した場
合の人検知時点滅動作の色を異なるものとしたので、常時点滅時には、点滅していること
を人に視認させることができるが嫌悪感を与えない例えば青色とし、人検知時点滅動作の
色をより注意を引く例えば赤色とすることにより、威嚇効果を大きくすることができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明は、防犯モード時には、常時点滅動作を行うので、外観を損なうことなく、侵入
者が検知エリアに侵入する前に、防犯モードで警戒中であることを示すことができ、不審
者の侵入を予防することができる。また、人を検知した後は、点灯して、検知されたこと
を示すとともに、住人等が検知された場合には、点灯することにより、足元を明るく照ら
すことができる。さらに、一定時間以上人を検知した場合には、住人ではなく不審者であ
ると判断して、再度点滅動作を行って威嚇するという効果を有する防犯機能付き照明器具
を提供することができるものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態の防犯機能付き照明器具について、図面を用いて説明する。
　図１は本発明の実施形態にかかる防犯機能付き照明器具の斜視図、図２は防犯モードで
ない場合を示す説明図、図３は防犯モードを示す説明図、図４（Ａ）は防犯モードにおけ
る点滅動作等を示すタイムチャート、図４（Ｂ）は変形例を示すタイムチャートである。
【００１３】
　図１に示すように、本発明にかかる防犯機能付き照明器具１０は、例えば、玄関の壁１
１等に取り付けられて使用される。照明器具１０は、例えば有底円筒形状をした器具本体
１２の外側に、人を検知する人感センサ１３や、周囲の明るさを検知する明るさセンサ１
４が設けられている。また、器具本体１２の内部には、主光源であるランプ１５を交換可
能に取り付けるソケット１６、制御部１７等が設けられている。なお、防犯モードのオン
・オフをリモコン（図示省略）で行う場合には、リモコン受信部１８が設けられる。また
、器具本体１２の前面には、カバー１９が着脱可能に設けられている。
【００１４】
　また、器具本体１２の内部には、主光源であるランプ１５とは別に、光を発する副光源
２０が設けられている。副光源２０は少なくとも２個の光源を有しており、例えば青色の
光を発する青色ＬＥＤ２１と、赤色の光を発する赤色ＬＥＤ２２とを有している。主光源
であるランプ１５および両ＬＥＤ２１、２２は、制御部１７の制御によって、点灯、消灯
、点滅等を行う。
【００１５】
　次に、各モードにおける動作を説明する。
【００１６】
（通常モード）
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　通常モードにおいては、図２（Ａ）に示すように、照明器具１０の明るさセンサ１４が
、所定の明るさよりも明るい（すなわち、昼）であることを検知している間は、主光源で
あるランプ１５は消灯している。そして、図２（Ｂ）に示すように、明るさセンサ１４が
、周囲が所定の明るさよりも暗くなったことを検知したら、主光源であるランプ１５を点
灯させる。消灯時間を設定している場合には、図２（Ｃ）に示すように、所定時間経過後
にランプ１５を消灯する。
【００１７】
　図２（Ｄ）に示すように、ランプ１５が消灯しているときに、人感センサ１３が人Ｍを
検知すると、ランプ１５を点灯させ、図２（Ｅ）に示すように、人Ｍがいなくなるとラン
プ１５を消灯する。消灯時間を設定していないばあいでも、図２（Ｆ）に示すように、明
るさセンサ１４が所定の明るさよりも明るくて朝になったと検知したら、ランプ１５を消
灯する。
【００１８】
（防犯モード）
　防犯モードに設定される前の状態は、前述した通常モードと同じ状態である。すなわち
、図３（Ａ）に示すように、明るさセンサ１４が、周囲が明るい昼間であると検知した場
合には、主光源であるランプ１５を消灯する。そして、図３（Ｂ）に示すように、明るさ
センサが、所定の明るさよりも暗くなったことを検知した場合には、主光源であるランプ
１５が点灯する。
【００１９】
　一方、例えば、リモコン（図示省略）によって防犯モードに設定した場合には、図３（
Ｃ）に示すように、主光源であるランプ１５が消灯して、副光源２０の例えば青色ＬＥＤ
２１が点滅（常時点滅動作）を開始する。そして、図３（Ｄ）に示すように、人感センサ
１３が人Ｍを検知したらランプ１５を点灯させ、人感センサ１３が一定時間以上人Ｍを検
知すると、青色ＬＥＤ２１に加えてあるいは青色ＬＥＤ２１に代えて副光源２０の例えば
赤色ＬＥＤ２２を点滅（検知時点滅動作）させて、人Ｍを威嚇する。
【００２０】
　このとき、図４（Ａ）および（Ｂ）に示すように、検知時点滅動作における照度を、常
時点滅動作における照度よりも明るくする。なお、人感センサ１３が人Ｍを検知した際に
点灯するランプ１５の照度は、図４（Ａ）に示すように、常時点滅動作時と同様の明るさ
とすることができるが、図４（Ｂ）に示すように、検知時点滅動作時と同様の明るさとす
ることもできる。
【００２１】
　そして、人Ｍがいなくなると、図３（Ｅ）に示すように、赤色ＬＥＤ２２が消灯して、
青色ＬＥＤ２１のみが点滅する。その後、明るさセンサ１４が所定の明るさよりも明るく
なった（すなわち、朝）と検知すると、図３（Ｆ）に示すように、全て消灯する。すなわ
ち、青色ＬＥＤ２１は、防犯モードの間、継続して点滅している。
【００２２】
　以上、説明した本発明にかかる防犯機能付き照明器具１０によれば、防犯モード時には
、副光源２０である青色ＬＥＤ２１が常時点滅動作を行うので、外観を損なうことなく、
侵入者Ｍが検知エリアに侵入する前に、侵入者Ｍに、防犯モードで警戒中であることを示
すことができ、不審者Ｍの侵入を予防することができる。また、人感センサ１３が人Ｍを
検知した後は、ランプ１５を点灯して、検知されたことを示すとともに、住人等が検知さ
れた場合には、点灯することにより、足元を明るく照らすことができる。さらに、人感セ
ンサ１３が、一定時間以上人Ｍを検知した場合には、住人ではなく不審者であると判断し
て、赤色ＬＥＤ２２を点させて威嚇するので、威嚇効果を高めることができる。このとき
、人検知時点滅動作の出力（赤色ＬＥＤ２２の出力）を、常時点滅動作の出力（青色ＬＥ
Ｄ２１の出力）よりも大きくして明るくしたので、威嚇効果を一層大きくすることができ
る。
【００２３】
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　さらに、不審者Ｍの侵入の防止を図る常時点滅動作の色と、不審者Ｍを検知した場合の
人検知時点滅動作の色を異なるものとしたので、常時点滅時には、点滅していることを人
に視認させることができるが嫌悪感を与えない例えば青色（青色ＬＥＤ２１）とし、人検
知時点滅動作の色をより注意を引く例えば赤色（赤色ＬＥＤ２２）とすることにより、威
嚇効果を大きくすることができる。
【００２４】
　なお、本発明の防犯機能付き照明器具は、前述した実施形態に限定されるものでなく、
適宜な変形，改良等が可能である。
　例えば、前述した実施形態においては、副光源２０として、青色ＬＥＤ２１と赤色ＬＥ
Ｄ２２の２種類の光源を設けた場合について説明したが、副光源２０を１種類の光源、例
えば赤色ＬＥＤ２２のみ設けるようにしても良い。
　さらに、主光源であるランプ１５のみ設け、副光源２０を設けない場合も、ランプ１５
を常時点滅動作および検知時点滅動作させることにより、適用可能である。この場合には
、部品点数を増加させることなく、実施することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の実施形態にかかる防犯機能付き照明器具の斜視図
【図２】防犯モードでない場合を示す説明図
【図３】防犯モードを示す説明図
【図４】（Ａ）は防犯モードにおける点滅動作等を示すタイムチャート、（Ｂ）は変形例
を示すタイムチャート
【図５】従来の防犯システムの斜視図
【符号の説明】
【００２６】
　１０　防犯機能付き照明器具
　１３　人感センサ
　Ｍ　　人
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